
道 有 地 の 一 般 競 争 入 札

（ 期 間 入 札 ）

物 件 資 料

物 件 番 号 浦河１

入 札 申 込 期 限 令和８年（2026年）２月13日（金）午後５時30分

入 札 受 付 期 限 令和８年（2026年）２月24日（火）午後５時30分

開札日時及び場所 令和８年（2026年）２月25日（水）午後１時30分から
札幌市中央区北３条西７丁目
北海道庁別館西棟４階６号会議室

最 低 売 却 価 格 ５１，１５０，０００円
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物件番号 浦河１

物 件 概 要 説 明 書
この物件概要説明書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ずご自身で現地

及び諸規制等を調査・確認の上、申し込みされるようお願いします。

１． 不動産の使用履歴
職員公宅として使用していたが、現在は更地となっている。

２． 不動産の表示
（１）土 地

所在・地番 浦河郡浦河町堺町西４丁目111番２、28、53 地 目 宅地
地 積 登記簿面積 10,414.41㎡ 実測面積 10,414.41㎡
画地の状況 間 口 44.0ｍ 奥 行 240m 形 状 長方形
中間画地 ・ 準角地 ・ 角 地 ・ 二方路 ・ 準三方路 ・ 四方路 ・ 無道路地（ ）
（備考）
・敷地西側に防火水槽があり、現在、日高東部消防組合と賃貸借契約を締結しており、本物件売却後、賃貸借契約
を解除するため、購入者の方において、防火水槽の取り扱いについて別途協議が必要。
・敷地西側の隣接者が所有するブロック塀や板塀等の一部が越境している。
・敷地西側に北海道電力が所有する電柱が２本越境している。
・敷地南側にNTT東日本が所有する電柱が４本越境している。
・敷地東側の道道は一部未整備扱いとなっており、建物の建築等に一定の制限がかかり、新築等の行為にあたって
は、知事の許可を要する。
・将来の再利用を見込んだ処置として、地中に下水道本管が残置されており、撤去等を実施する場合は原因者負担
となり、事前に浦河町上下水道課との協議を要する。

（２）建 物
住居表示 家屋番号

種 類 構造 階建

床 面 積 １階 ㎡ ２階 ㎡ ㎡ 延床面積

（ 登記簿・実測 ） （ 登記簿・実測 ） （ 登記簿・実測 ） （ 登記簿・実測 ）

建築年月 昭和（平成） 年 月 新築 （平成 年 月 増築 ）

（備考）

（３）立木・工作物
立木 無 ・ 有

種目 構造 新設年月 昭和47年11月 数量
工作物 種目 構造 新設年月 昭和 年 月 数量

種目 構造 新設年月 昭和 年 月 数量
（備考）

３． 交通機関、公共施設等との関係
鉄 道 JR日高本線 鵡川駅 南東方 約 81,850 ｍ

交通機関 バ ス JR北海道バス 浦河開建前停留所 南西方 約 110 ｍ
小学校 堺町小学校 南西方 約 350 ｍ
中学校 浦河第一中学校 北東方 約 430 ｍ

公共施設等 高 校 北海道浦河高等学校 南東方 約 3,330 ｍ
役 場 浦河町役場 南東方 約 1,580 ｍ
病 院 浦河赤十字病院 南東方 約 3,300 ｍ
郵便局 浦河堺町郵便局 南西方 約 680 ｍ

４． 敷地と接面道路との関係
接道方向 幅 員 舗 装 整 備 路 線 名 画地との高低差
東 12.9ｍ 済 済 道道481号上向別浦河停車場線 0.5ｍ低

南 7.3ｍ 済 済 町道堺町西３丁目５号線 0.5ｍ～1.0ｍ低

道路位置指定道路

道路境界線後退（セットバック）による建築確認対象面積の減少 無 ・ 有 ⇒ ６.で説明

（備考）
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５． 賃貸借等による第三者占有の有無
賃貸借契約 １．無

（ 土地・建物 ） ２．有 （令和７年３月26日付賃貸借契約）
明渡しの有無 １．有 （売払いによる所有権移転日付けで契約解除が可能）

２．無 （賃貸借契約の引継ぎ）
（備考）
道は本物件売却後、賃貸借契約を解除しますので、購入者において賃借人と別途協議してください。

６． 登記簿に記載されている事項
別添登記事項証明書のとおり

７． 法令に基づく制限の概要
（１） 都市計画法・土地区画整理法に基づく制限

区域・区分 都市計画区域 （ 内 ・ 外 ）
都 市街化区域・市街化調整区域・非線引区域・準都市計画区域・その他
市 都 市 計 画 道 路 無 ・ 有 ⇒（１．計画決定 ２．事業決定） 名称：堺町中央通（幅員31.5m）
計 許可等の種類
画 開 発 許 可 等 無 ・ 有 １．許可番号 号（平成 年 月 日）
法 ２．検査済番号 号（平成 年 月 日）

３．完了公告 号（平成 年 月 日）
（備考）

土 換 地 仮換地指定（ 未 ・済 ） 平成 年 月 日 第 号
地 土地区画整理事業計画 （予定）
区 （有 ・ 無 ・ 施行中） 期 日 換地処分の公告
画 名称 （予定・済 ）
整 （ ） 清算金 無 ・ 有（ ）

理

法 （備考）

（２）建築基準法に基づく制限
用 途 地 域 第一種中高層住居専用地域、第二種住居地域

指定なし ※防火地域の指定の有無
地域・地区・街区 建築協定 無 ・ 有 ⇒制限等は別紙のとおり

地区計画区域 無 ・ 有 ⇒制限等は別紙のとおり
建築面積の限度（建ぺい率制限) 建築可能な建築面積 ㎡

60％
延べ床面積の限度（容積率制限) 建築可能な延床面積 ㎡

200％
外 壁 後 退 無 ・ 有 ⇒ （ ）
壁面線の制限 無 ・ 有 ⇒ （ ）
建物の高さ制限 なし

私道の変更又は廃止の制限 該当しない ・ 無 ・ 有 ⇒ （ ）
（備考)

（３）その他の法令に基づく制限
文化財保護法 無 ・ 有 ⇒（制限の内容 ）
土壌汚染対策法 無 ・ 有 ⇒（制限の内容 ）

（備考)
８． 当該宅地建物が造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、急傾斜地崩落危険区域内か否か

造成宅地防災区域 区域外 ・ 区域内

土砂災害警戒区域 区域外 ・ 区域内

９． 津波災害警戒区域内か否か
津波災害警戒区域 区域外 ・ 区域内

10． 水防法の規定により市町村の長が提供する図面（水害ハザードマップ）における当該宅地建物の所在地

水害ハザードマップ有無
洪水 雨水出水（内水） 高潮

有 無 有 無 有 無

水害ハザードマップにおける

宅地建物の所在地

（備考)
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11． 私道負担等に関する事項
私道負担等の有無 無 ・ 有 該当地番

１．対象不動産に含まれる私道に関する負担等の内容

建築基準法42条2項等により後退（セットバック）する部分の面積 ㎡

２．対象不動産に含まれない私道に関する事項 負担金 円

負担面積 ㎡ （持分 ／ ）

建築基準法42条2項等により後退（セットバック）する部分の面積 ㎡

備考（使用料、維持管理の負担等）
所有名義人 住 所

氏 名

備考（使用料、維持管理の負担等）

12． 石綿使用調査の内容
石 綿 使 用 調 査 結 果 （ 石 綿 の 有 無 ） 有 ・ 無 ・ 未調査

実 施 機 関 北海道
調査年月日 平成 年 月 日
調査対象石綿

使 用 場 所 無 ・ 有 ⇒使用場所（ ）

処 理 状 況 平成 年 月 日 除去 ・ 封込 ・ 囲込

（備考）

13． 耐震診断及び補強の内容
耐震診断の有無 該当しない ・ 有 ・ 無
耐震補強工事の有無 無 ・ 有 ⇒平成 年 月
（備考)

14． 飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況
上水道 有 ・ 引込可能・ 無 （ ）

※接道道路に配管有
（１）汚水
有 ・ 引込可能・ 無 （ 汚 水 浄化槽（集中・個別）・汲取 ）

（ 雑排水 浄化槽（集中・個別）・側溝等・浸透式）
下水道 ※接道道路に配管有

（２）雨水
有 ・ 引込可能・ 無 （ 側溝等 浸透式 ）

※接道道路に配管無

電 気 有 ・ 引込可能 ・ 無
※接道道路に配線有

(備考)
○下水道
将来の再利用を見込んだ処置として、地中に下水道本管が残置されており、撤去等を実施する場合は原因者負担
となり、事前に浦河町上下水道課との協議を要します。
○電気
電気供給の申込内容や申込時点の設備状況によって、供給不可となる場合や、追加の工事が必要となる場合があ
ります。

15． 添付書類
1. 津波災害区域 2. 位置図 3. 地積測量図（写）

4. 公図（写） 5. 登記事項証明書（写） 6. 売買契約書（案）

16． その他
（１）全て現況での売却とします。（看板、単管等含む）
（２）地中調査は行っておりませんので、把握していない埋設物（建物の基礎の一部等）が存在している場合があり
ます。
それらの埋設物の撤去費用等については、購入者負担となりますので、ご承知願います。

（３）「３．交通機関、公共施設等との関係」及び「４．敷地と接面道路との関係」のうち交通機関については、交通
機関からみた不動産の位置を記載しています。その他については、不動産から見た公共施設等及び道路の位
置を記載しています。







位置図 浦河郡浦河町堺町西４丁目111番２、28、53

【地図】
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別記第３号様式

道 有 財 産 売 買 契 約 書（案）

北海道（以下「甲」という。）と （以下「乙」という。）とは、物件の

売買について次のとおり契約する。

（目的）

第 1 条 甲は、その所有する末尾記載の土地（以下「売買物件」という。）を乙に売り渡し、

乙は、これを買い受ける。

2 売買物件の数量は、令和８年（2026年） 月 日付け北海道告示第 号において甲

が示した物件概要説明書等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とする

ことを了承するものとする。

（売買代金等）

第 2 条 売買代金は、金 円とする。

2 乙は、前項の売買代金を、甲の発行する納入通知書により、その指定する期限までに納

入しなければならない。

（契約保証金）

第 3 条 契約保証金は、金 円とする。

2 甲は、乙が前条第 2 項に定める義務を履行したときは、前項に定める契約保証金を乙に

還付する。ただし、次条の定めにより契約保証金を売買代金に充当するときは、この限り

でない。

3 乙が前条第 2 項に定める義務を履行しないときは、第 1 項に定める契約保証金は、甲に

帰属する。

（契約保証金の売買代金への充当）

第 4 条 乙は、甲に対し、前条第 1 項の契約保証金を売買代金に充当することについて、あ

らかじめ書面により申し出ることができる。

2 前項の申出があった場合において、甲は、第 2 条第 2 項の規定にかかわらず、売買代金

から契約保証金を控除した金額（以下「売買代金の一部」という。）に係る納入通知書を

乙に発行するものとし、乙は、当該納入通知書により、その指定する期限までに売買代金

の一部を納入しなければならない。

3 甲は、前項の規定により売買代金の一部が納入されたときは、契約保証金を売買代金に

充当し、乙に対し、その旨を書面により通知する。

（所有権の移転時期）

第 5 条 売買物件の所有権は、乙が売買代金（指定期限までに売買代金を納入しない場合に

あっては、第12条第 1 項の違約金を含む。）を完納したときに、甲から乙に移転するもの

とし、その引渡しも同時に行われたものとする。

（登記の嘱託）

第 6 条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が移転したときは、乙の請求により、遅

滞なく所有権移転の登記を嘱託するものとする。

2 前項の登記の嘱託に要する費用は、乙の負担とする。

（危険負担）

第 7 条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その

他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷した場合は、

甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解

除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。

2 前項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で

速やかに返還するものとする。

（契約不適合責任）

第 8 条 甲は、売買物件を現況（令和８年（2026年） 月 日付け北海道告示第 号

において甲が示した物件概要説明書の記載事項を含む。）で乙に引き渡すものとする。



2 第５条に規定する引渡の後、地中残置物及び埋蔵文化財等が存することにより、法令等

に基づく措置（社会慣行上必要となる措置及び従前建物その他の工作物等（地中に存する

ものを含む。）の除去、施設建築物の建設等を行うために必要となる措置を含む。）が必

要となった場合には、乙がかかる対策について責任と費用を負う。

3 前項に定めるもののほか、乙は、引き渡された売買物件に種類又は品質に関して契約の

内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）があることを発見しても、履行の

追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることはできないものとする。

4 前項の規定に関わらず、乙が消費者契約法（平成12年法律第61号）第 2 条第 1 項に規定

する消費者である場合は、乙は、売買物件に契約不適合があることを発見したときは、引

渡しの日から２年以内に甲に通知したものに限り、履行の追完請求、代金減額請求、損害

賠償請求又は契約の解除をすることができるものとする。ただし、契約不適合が、乙の責

に帰すべき事由によるものであるとき又は乙が本契約締結時に契約不適合を知っていたと

きは、この限りでない。

（風俗営業等の禁止）

第 9条 乙は、第 5 条の引渡しの日から５年間売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律（昭和23年法律第1 2 2号）第 2 条第１項に規定する風俗営業、同条第５

項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。

（公序良俗に反する使用等の禁止）

第10条 乙は、第 5 条の引渡しの日から10年間、売買物件を暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団若しくは法律の規

定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所

又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、

所有権を第三者に移転し又は第三者に貸してはならない。

（実地調査等）

第11条 甲は、前２条に定める義務の履行状況を確認するため、必要があると認めるときは、

乙に対し随時に売買物件について、質問し、実地調査を行い、帳簿、書類その他の物件を

調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。

2 乙は、この契約の締結後、前２条に定める義務の履行期間において、甲が必要と認める

ときは随時に売買物件について、所有権の移転又は権利の設定等を行っていない事実及び

利用状況の事実を証する登記簿抄本その他の資料を添えてその利用状況等を甲に報告しな

ければならない。

3 乙は、正当な理由なく前 2 項に定める調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若

しくは資料の提出を怠ってはならない。

（違約金）

第12条 乙は、第 2 条第 1 項又は第 4 条第 2 項に定める売買代金の全部又は一部を指定期限

までに納入しないときは、当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納入額

（その一部を納入した場合におけるその後の期間については、その納入金額を控除した額）

につき年10 . 7 5パーセントの割合で計算した違約金を甲に納入しなければならない。ただ

し、違約金額が5 0 0円未満であるときは、この限りでない。

2 乙は、第9条又は第10条に定める義務に違反して禁止用途に供したときは、売買代金の3

0パーセントに相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。

3 乙は、前条第 3 項に定める義務に違反して調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報

告若しくは資料の提出を怠ったときは、売買代金の10パーセントに相当する金額を、違約

金として甲に対し支払わなければならない。

4 前 3 項の違約金は、第16条に定める損害賠償額の予定又はその一部として解釈しないも

のとする。

（契約の解除）

第13条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することが

できる。

2 甲は、乙が第10条に定める禁止事項に違反したときは、催告をしないで、この契約を解



除することができる。

（返還金等）

第14条 甲は、この契約を解除したときは、既に受領済みの売買代金を乙に返還するものと

する。ただし、当該返還金には利息は付さないものとする。

2 甲は、この契約を解除したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

3 甲は、この契約を解除したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に投じた有益

費、必要費その他一切の費用は償還しない。

（原状回復及び返還）

第15条 乙は、第13条の規定によりこの契約が解除されたときは、甲の指示するところによ

り、売買物件をこの契約締結時の状態に復した上で、甲に返還しなければならない。

2 前項の場合において、乙は、滅失その他の事由により売買物件の全部又は一部を返還す

ることができないときは、その損害賠償として甲の定める金額の支払いをもって返還に代

えることができる。

3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日

までに、当該土地の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。

（損害賠償）

第16条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の

賠償を、乙に請求することができるものとする。

（返還金の相殺）

第17条 甲は、第14条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第12条に

定める違約金又は第15条第 2 項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務が

あるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺するものとする。

（契約締結の費用）

第18条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

（管轄裁判所）

第19条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を

第一審の裁判所とする。

（契約に定めのない事項）

第20条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとす

る。

（信義誠実の原則の遵守）

第21条 甲及び乙は、信義に従い誠実にこの契約を履行しなければならない。

この契約を証するため、本書を 2 通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その 1 通を保有

するものとする。

（令和 年（ 年） 月 日）

（注）括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除

する。

甲 北 海 道

北海道知事 鈴 木 直 道

住 所

乙 氏 名



物 件 の 表 示

〔土地〕

所在及び地番 地 目 実測（公簿）面積

浦河郡浦河町堺町西４丁目111番２、28、53 宅 地 10,414.41㎡


